
第２６回日ＡＳＥＡＮ首脳会議 

議長声明（和文概要） 

（２０２３年９月６日） 

 

●日ＡＳＥＡＮ友好協力に関するビジョン・ステートメント実施計画改訂版の

完全で効果的な実施を通じたものを含め、日ＡＳＥＡＮパートナーシップ及び

協力の著しい進展を歓迎。（パラ３） 

 

●日本ＡＳＥＡＮ友好協力５０周年の節目を記念する日ＡＳＥＡＮ包括的戦略

的パートナーシップ（ＣＳＰ）の立ち上げに関する共同声明の採択を通じて、

この５０周年に、実質的、具体的、有意義かつ互恵的な日ＡＳＥＡＮ間のＣＳ

Ｐを立ち上げることに合意。（パラ４） 

 

●日本ＡＳＥＡＮ友好協力５０周年を記念する官民双方の共同の活動を歓迎

し、年末までに開催される記念行事を期待。（パラ５） 

 

●日ＡＳＥＡＮ友好協力５０周年特別首脳会議が２０２３年１２月１６日から

１８日に東京で成功裡に開催されること、及び今後数十年のパートナーシップ

の方向性を定める新たなビジョン・ステートメント及び実施計画の採択を含む

実質的な成果を期待。（パラ６） 

 

●世界及び地域の平和、安定及び繁栄への貢献における多国間主義、地域主義

及び国際法遵守の重要性を強調。ＡＳＥＡＮは、ＡＳＥＡＮの中心性及び一体

性、並びに平和と協力を促進する上で関連する本質的な原則を、日本の「自由

で開かれたインド太平洋（ＦＯＩＰ）」構想と共有する「インド太平洋に関す

るＡＳＥＡＮアウトルック（ＡＯＩＰ）」への日本の支持を歓迎。ＡＯＩＰ主

流化におけるＡＳＥＡＮの取組を支援するために２０２３年３月に設置された

日・ＡＳＥＡＮ統合基金（ＪＡＩＦ）３．０への日本による１億米ドルの貢献

に感謝。（パラ７） 

 

●ＡＯＩＰ協力についての第２３回日ＡＳＥＡＮ首脳会議共同声明に基づくＡ

ＯＩＰの４つの優先分野における一層の実質的な協力及び協働を通じた日ＡＳ

ＥＡＮパートナーシップの強化に向けたコミットメントを再確認。この目的を

達成するため、２０２３年９月５日及び６日にジャカルタで開催されたＡＳＥ

ＡＮインド太平洋フォーラムへの日本の支持及び積極的な貢献を歓迎。（パラ

８） 



 

●拡大ＡＳＥＡＮ国防相会議（ＡＤＭＭプラス）の下での日ＡＳＥＡＮ間の防

衛協力における進展を歓迎。ビエンチャン・ビジョン２．０を通じたＡＳＥＡ

Ｎ加盟国防衛当局の能力強化のための日本の貢献を認識。（パラ９） 

 

●越境犯罪、海洋安全保障及び国際経済犯罪を含む、共通の関心及び懸念事項

である安全保障上の課題に対応するための協力を引き続き強化することに合

意。日ＡＳＥＡＮサイバーセキュリティ能力構築センター（ＡＪＣＣＢＣ）及

び卓越したＡＳＥＡＮシンガポールサイバーセキュリティセンター（ＡＳＣＣ

Ｅ）を通じたＡＳＥＡＮ加盟国に対するサイバーセキュリティ分野における能

力構築活動のための日本の継続的な支援を歓迎するとともに、サイバーの脅威

への対処に関する協力の強化を慫慂。特に違法・無報告・無規制（ＩＵＵ）漁

業対策のための東南アジア漁業開発センター（ＳＥＡＦＤＥＣ）への日本の支

援に留意。（パラ１１） 

 

●２０２３年７月５日から７日の日ＡＳＥＡＮ特別法務大臣会合、ＡＳＥＡ

Ｎ・Ｇ７法務大臣特別対話、日ＡＳＥＡＮ特別ユースフォーラムの開催のよう

な、法と司法の分野における協力を一層強化するために、ＡＳＥＡＮと日本に

より実施されたイニシアティブを歓迎。（パラ１２） 

 

●地域的な包括的経済連携（ＲＣＥＰ）及び日・ＡＳＥＡＮ包括的経済連携

（ＡＪＣＥＰ）協定の実施を通じたものを含め、貿易及び投資を一層深化させ

拡大させる必要性を強調。国境を越えた自由なデータ流通及びデジタル連結性

の発展を促進するとともに、デジタル経済における消費者とビジネスの信頼を

強化することの重要性を認識。（パラ１３） 

 

●２０２３年８月２２日に開催された第２９回日ＡＳＥＡＮ経済大臣会合にお

いて「未来デザイン＆アクションプラン」が合意されたことに喜びを持って留

意。政府関係者に対し、日ＡＳＥＡＮ経済共創ビジョンの実現のため、日ＡＳ

ＥＡＮ循環経済イニシアティブ（ＡＪＣＥＩ）といった未来志向の方策を含

め、未来デザイン＆アクションプランの下でのイニシアティブの効果的な実施

を確保することを慫慂。（パラ１４） 

 

●東アジア・アセアン経済研究センター（ＥＲＩＡ）デジタル・イノベーショ

ン・サステナブル・エコノミー・センター（Ｅ-ＤＩＳＣ）の設置に関する日

本の支援を含め、ＥＲＩＡへの日本の貢献を認識。（パラ１５） 



 

●２０２３年１０月に日ＡＳＥＡＮ特別農林水産大臣会合を開催し、強靱で持

続可能な農業及び食料システムのための日ＡＳＥＡＮみどり協力プランを発表

することを期待。（パラ１６） 

 

●日・ＡＳＥＡＮ技術協力協定（ＴＣＡ）の一層の効果的な実施を慫慂。日本

アセアンセンターによる貿易、投資、観光及び人的交流の促進への貢献、並び

に日本ＡＳＥＡＮ友好協力５０周年の準備への積極的な参加に感謝。（パラ１

７） 

 

●ＡＳＥＡＮ連結性マスタープラン（ＭＰＡＣ）２０２５及び連結性に関する

第２２回日ＡＳＥＡＮ首脳会議共同声明の実施を前進させるための継続的でよ

り深い協力を期待。日ＡＳＥＡＮ連結性イニシアティブの実施を歓迎し、新た

な日ＡＳＥＡＮ包括的連結性イニシアティブに関する日本の発表に留意。より

自由で互恵的な日ＡＳＥＡＮ航空協定の締結を期待。日ＡＳＥＡＮ交通連携

（ＡＪＴＰ）の下での様々な協力プロジェクト及び活動の進展に留意。２０２

３年１１月にＡＪＴＰ２０周年の機会に開催される日ＡＳＥＡＮ交通大臣会合

において採択される予定の今後１０年の新しい行動計画を通じたパートナーシ

ップの強化を期待。（パラ１８） 

 

●日ＡＳＥＡＮ相互協力による海外スマートシティ支援策（ＳｍａｒｔＪＡＭ

Ｐ）により支援されたスマートシティを通じたＡＳＥＡＮスマートシティ・ネ

ットワークに対する日本の積極的かつ継続的な支援に感謝。（パラ１９） 

 

●ＡＳＥＡＮは、ＡＳＥＡＮ統合イニシアティブ（ＩＡＩ）作業計画 III（２

０１６-２０２０）のためのイニシアティブの実施及びＩＡＩ作業計画 IV（２

０２１-２０２５）の実施を通じたＡＳＥＡＮにおける開発格差の是正のため

の日本の継続的な支援、及びＡＳＥＡＮ統合及び共同体設立努力に対する日本

の支援に感謝。２０２４年のラオスのＡＳＥＡＮ議長国支援のためのラオスか

らの４名の追加的なアタッチメント・オフィサーを含め、カンボジア、ラオ

ス、ミャンマー及びベトナムの若手外交官及び行政官のＡＳＥＡＮ事務局での

ＩＡＩアタッチメント・プログラムに対する日本の継続的な支援を歓迎。（パ

ラ２０） 

 

●新型コロナ感染拡大の影響緩和及び全体的で長期的かつ持続可能な回復に向

けた共同の取組の強化における協力の重要性を強調。ＡＳＥＡＮは、ＡＳＥＡ



Ｎ感染症対策センター（ＡＣＰＨＥＥＤ）設立のための日本の支援及び日・Ａ

ＳＥＡＮ統合基金（ＪＡＩＦ）を通じた５,０００万米ドルのコミットメント

に感謝。また、ＡＳＥＡＮは、可能な限り早期のセンターの稼働に向けた取組

を一層加速化させることへの日本のコミットメントに感謝。計３３．４億米ド

ル相当の緊急支援円借款の供与によるＡＳＥＡＮ諸国の経済の維持及び活性化

のための日本のイニシアティブを歓迎。ＡＳＥＡＮ地域医療物資備蓄（ＲＲＭ

Ｓ）及びＡＳＥＡＮ包括的復興枠組（ＡＣＲＦ）への日本の継続的な支援を期

待。（パラ２１） 

 

●アジア健康構想（ＡＨＷＩＮ）の下での保健・福祉システム強化のための取

組及び地域におけるより力強く公平で持続可能なユニバーサル・ヘルス・カバ

レッジ（ＵＨＣ）を達成するための日本の新たなグローバル・ヘルス戦略を認

識。（パラ２２） 

 

●活力ある高齢化及びイノベーションのためのＡＳＥＡＮセンター（ＡＣＡ

Ｉ）との２２の協力を通じたものを含め、ＡＳＥＡＮ加盟国及び日本の高齢者

のための健康・福祉サービス向上のための協力を強化することを慫慂。（パラ

２３） 

 

●大学におけるＡＳＥＡＮコーナー、アセアン工学系高等教育ネットワーク

（ＡＵＮ/ＳＥＥＤ-Ｎｅｔ）、２１世紀アジア青少年大交流計画（ＪＥＮＥＳ

ＹＳ）、日本語教育支援を含む文化のＷＡプロジェクト、さくらサイエンス交

流プログラム、東南アジア青年の船（ＳＳＥＡＹＰ）、アセアン元日本留学生

評議会（ＡＳＣＯＪＡ）及びアスジャ・インターナショナルを通じた交流、ス

ポーツ・フォー・トゥモロー、日ＡＳＥＡＮアクション・オン・スポーツ、せ

かい×まなびのプラン、及びアジア架け橋プロジェクト・プラスを含め、様々

なプログラムを通じた人的交流、教育、スポーツ、文化的・知的・科学・技術

交流、及び研究協力を強化するための取組を賞賛。文化のＷＡプロジェクトの

今後数年間の延長を期待。（パラ２４） 

 

●日ＡＳＥＡＮ防災行動計画、ＡＳＥＡＮ防災緊急対応協定（ＡＡＤＭＥＲ）作

業計画２０２１-２０２５及び中間レビュー、及び仙台防災枠組２０１５-２０

３０の実施、並びにＡＳＥＡＮ防災人道支援調整センター（ＡＨＡセンター）の

稼働に対する日本の継続的な支援に感謝。ＡＳＥＡＮ緊急災害ロジスティック

システム（ＤＥＬＳＡ）フェーズ３に対する日本の資金支援、ＡＳＥＡＮ緊急対

応評価チーム（ＡＳＥＡＮ-ＥＲＡＴ）の能力構築強化フェーズ２を通じたＡＳ



ＥＡＮの集団的対応能力の強化、並びに、東南アジア災害リスク保険ファシリテ

ィ（ＳＥＡＤＲＩＦ）及びアジア防災センター（ＡＤＲＣ）を通じた日本の支援

に感謝。（パラ２８） 

 

●日ＡＳＥＡＮ気候環境戦略プログラム（ＳＰＡＣＥ）の承認を歓迎。ＡＳＥＡ

Ｎ気候変動戦略行動計画２０２５-２０３０（ＡＣＣＳＡＰ）の策定に対する日

本の支援を歓迎。ＡＳＥＡＮ気候変動センター（ＡＣＣＣ）、ＡＳＥＡＮ越境ヘ

イズ汚染調整センター（ＡＣＣ ＴＨＰＣ）、ＡＳＥＡＮ生物多様性センター（Ａ

ＣＢ）及び持続可能な開発研究と対話のためのＡＳＥＡＮセンター（ＡＣＳＤＳ

Ｄ）を通じたものを含め、グリーン成長に関する実質的な協力の前進を一層期待。

（パラ２９） 

 

●地域におけるエネルギー転換の加速を支援するためのエネルギー協力及び十

分な資金調達の強化の必要性を確認。日本主導の「アジア・ゼロエミッション共

同体（ＡＺＥＣ）」構想及び日本の「アジア・エネルギー・トランジション・イ

ニシアティブ（ＡＥＴＩ）」といった関連するイニシアティブに留意。（パラ３０） 

 

●南シナ海を平和、安定、友好、繁栄及び協力の海とすることの利益を認識。特

に最近の進展を踏まえ、南シナ海における平和、安全及び安定を保護及び促進す

るための共通したコミットメントを再確認。したがって、南シナ海における緊張

を高め、紛争を複雑化、エスカレートさせ、平和と安定に悪影響を与える活動の

実施において、相互信頼・信用を強化し、自制を行使することの必要性を再確認

するとともに、ＵＮＣＬＯＳを含む国際法の普遍的に認められた原則に則った

紛争の平和的解決を追求する必要性を再確認。２００２年の南シナ海における

行動宣言（ＤＯＣ）で言及された、南シナ海における状況を更に複雑化させ緊張

を高め得る事項を含め、クレイマント国やその他全ての国による全ての活動の

実施における非軍事化及び自制の重要性を強調。ＤＯＣを全体として完全かつ

実効的に履行することの重要性を強調し、ＵＮＣＬＯＳを含む国際法と整合性

のとれた南シナ海における行動規範（ＣＯＣ）の交渉に資する環境を維持し促進

することをコミット。（パラ３３） 

 

●ウクライナに対する戦争に関し、多数決で採択された２０２２年３月２日の

国連総会決議ＥＳ-１１／１において、ロシアのウクライナ侵略を最も強い言葉

で遺憾とし、同国のウクライナ領土からの完全かつ無条件での撤退を要求して

いる国連総会や、国連安全保障理事会を含む他のフォーラムで表明してきた各

国の立場を改めて表明。ほとんどのメンバーがウクライナ侵略を強く非難し、ウ



クライナの領土一体性、主権及び政治的独立を含め、国連憲章の原則に基づいて

公正かつ永続的な平和を達成する必要性を強調。ウクライナにおける戦争は、特

に開発途上国や後発発展途上国において、世界中で進行中の食料安全保障の危

機を更に悪化させた。ウクライナにおける戦争の悪影響に深い懸念をもって留

意し、この戦争が計り知れない人的被害をもたらし、成長の抑制、インフレの増

大、サプライチェーンの混乱、エネルギー及び食料不安の増大、金融安定性に対

するリスクの上昇といった世界経済における既存の脆弱性を悪化させているこ

とを強調。この文脈において、核兵器の使用又はその威嚇は許されない。地域及

び世界にとって成長の中心としてのＡＳＥＡＮを維持し強化するという我々の

共通の関心を強調。（パラ３４） 

 

●北朝鮮による弾道ミサイル発射及び弾道ミサイル技術の使用に重大な懸念を

表明。北朝鮮による大陸間弾道ミサイル実験及び弾道ミサイル発射の最近の急

増並びに朝鮮半島における緊張は、地域の平和と安定を脅かす憂慮される展開

である。全ての当事者に対して、平和的な対話を再開し、非核化された朝鮮半島

の恒久的な平和及び安定の実現に向けて引き続き取り組むことを求めた。全て

の当事者間の平和的な対話に資する環境の醸成のための外交努力を含め、この

目的に向けた取組が優先事項であり続ける。全ての関連する国連安保理決議の

完全な履行へのコミットメントを改めて表明し、朝鮮半島の完全な、検証可能な、

かつ不可逆的な非核化を平和的な方法で実現するための国際的な取組に留意。

拉致及び抑留者問題の即時解決を含む人権問題及び国際社会の人道上の懸念に

対処することの重要性を強調。（パラ３５） 

 

●ミャンマー情勢、特に５つのコンセンサスの履行について議論し、暴力の継続

的エスカレートや、ミャンマー国民に長引く苦痛をもたらし、人道危機、家屋や

学校、病院、市場、教会、僧院などの公共施設の破壊を引き起こし、また、地域、

とりわけ国境地域沿いの安定に悪影響を及ぼしていることを強く非難。（パラ３

６） 

 

●５つのコンセンサスがミャンマーにおける政治的危機に対処するためのＡＳ

ＥＡＮの主要な拠り所であり続けるという我々の立場を改めて表明。これに関

し、２０２１年４月の５つのコンセンサスへのミャンマー当局のコミットメン

トにもかかわらず、ミャンマー当局による５つのコンセンサスの履行に関して

実質的な進展がないことを深刻に懸念。（パラ３７） 

 

●５つのコンセンサスの履行に関する具体的な進展の確保におけるＡＳＥＡＮ



議長の取組及び特使事務所による集中的で包摂的な関与を評価するとともに、

議長の包括的な報告及び評価を歓迎。５つのコンセンサスの履行に関するＡＳ

ＥＡＮ首脳のレビューと決定を歓迎。ミャンマーの人々が平和的、包括的及び永

続的な解決策を見いだす手助けをするための継続的で持続可能なＡＳＥＡＮの

現在の戦略及びアプローチに対するコミットメントを再確認。（パラ３８） 

（了） 


